　「福井県地球温暖化防止活動推進センター」指定団体募集要領

１　募集の趣旨
　福井県では、地球温暖化対策の推進に関する法律（平成１０年法律第１１７号。以下「法」という。）第３８条の規定に基づく本県における地球温暖化対策に関する普及啓発の拠点となる「福井県地球温暖化防止活動推進センター」（以下「県センター」という。）について、現在の指定期間が本年３月末日で終了するため、令和８年度からの指定を希望する団体を募集します。

２　指定団体数
　　１団体

３　センターの業務
　県センターは次のような活動を行うこととします。
　○地球温暖化の現状および地球温暖化対策の重要性についての啓発・広報活動
　○地球温暖化防止活動推進員および民間の団体の活動支援
　○日常生活に関する温室効果ガスの排出実態についての調査分析、情報提供
　○地方公共団体実行計画の達成のために県が行う施策への協力
　○その他、地球温暖化防止活動の推進に関する照会・相談への対応や助言　など

４　応募資格
　応募できる団体は、地球温暖化対策に関する普及啓発を行うこと等により地球温暖化の防止に寄与する活動の促進を図ることを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人または特定非営利活動法人で、以下の要件を満たすものとします。（再指定を妨げません。）
（１）定款または寄付行為に、地球温暖化の防止に寄与する活動の促進を図る趣旨が記載されていること
　　（注）「地球温暖化の防止に寄与する活動」の記述が必ずしも必要ではなく、「循環型社会の実現」、「環境負荷の低減」等、地球温暖化の防止につながる活動を行う趣旨が記載されていることで足りる。
（２）県内に主たる事務所（事務および相談スペースが確保されていること。）を有し、地球温暖化防止に寄与する事業、調査・研究等の活動歴があり、県内一円において活動を行う体制を整えられること
（３）宗教活動や政治活動を目的とする団体でないこと
（４）特定の公職者（候補者を含む）または政党を推薦、支持、反対する活動を行う団体でないこと
（５）次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること
　　ア　役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員またはその支店もしくは常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である者
　　イ　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）または暴力団員が経営に実質的に関与している者
　　ウ　役員等が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員の利用等をしている者
　　エ　役員等が、暴力団もしくは暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的もしくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与している者
　　オ　役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

５　応募の受付
（１）募集期間
　　　令和８年２月２日（月）～令和８年２月１６日（月）（必着）
（２）提出書類
　　①「福井県地球温暖化防止活動推進センター」指定申請書（様式１）
　　　　申請書には、次の書類を添付してください。
   　   （添付書類）　・定款または寄付行為
　　　　　　　　　　　・登記事項証明書
　　　　　　　　　　　・役員の氏名、住所および略歴を記載した書面
　　　　　　　　　　　・収支計算書（２年分）
　　　　　　　　　　　・貸借対照表（２年分）
　　　　　　　　　　　・財産目録（２年分）
　　※法人設立後２年を経過していないことにより、収支計算書、貸借対照表、財産目録を２年分添付できない場合は、それに準じた書類（任意団体時の収支計算書等）を添付してください。
　　② 事業企画書（様式２）
　　　県センターとして実施する啓発・広報活動、民間団体等の支援活動、相談・助言活動等について、法第３８条第２項各号に掲げる内容に沿った形で、年間の事業企画書を作成してください。
　　　　活動の始期は令和８年４月（予定）とします。
　　　　最終的な県センター事業は、県センター指定団体と協議の上、決定します。
	
　　※［法第３８条第２項（地域地球温暖化防止活動推進センターが行う事業）］
　一　地球温暖化の現状、地球温暖化対策の重要性及び温室効果ガスの排出の量の削減
等のための措置について、事業者及び住民に対する啓発活動及び広報活動を行うと
ともに、地球温暖化防止活動推進員及び地球温暖化対策の推進を図るための活動を
行う民間の団体の活動を助けること。
　二　日常生活に関する温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置について、照会
　　及び相談に応じ、並びに必要な助言を行うこと。
　三　前号に規定する照会及び相談の実例に則して、日常生活に関する温室効果ガスの
　　排出の実態について調査を行い、当該調査に係る情報及び資料を分析すること。
　四　地球温暖化対策の推進を図るための住民の活動を促進するため、前号の規定によ
　　る分析の結果を、定期的に又は時宜に応じて提供すること。
　五　地方公共団体実行計画の達成のために当該都道府県又は指定都市等が行う施策に
　　必要な協力をすること。
　六　前各号の事業に附帯する事業


　　③ 活動実績報告書（様式３）
　過去２年間の地球温暖化対策に関する広報・啓発等の活動実績を記入してください。法人設立後２年を経過していない場合は、任意団体時の実績を記入してください。
　　④ 申立書（様式４）
  　　　様式に記名してください。
　※書類に不備がある場合は、提出期限を定めて書類の追加・修正を求める場合があります。この場合、期限までに提出できないときは、応募を無効とさせていただきます。
（３）応募方法
　　　下記応募先までの持参または郵送とします。
（４）提出部数
　  　１部
（５）応募書類の取扱い
　　　応募書類については、福井県情報公開条例に基づき、原則として公開の対象となります。また、提出いただいた書類はお返ししません。
（６）郵送により提出する場合の注意
　　　応募書類を郵送により提出する場合は、封筒の表に「温暖化センター指定申請」と朱書するとともに、「簡易書留」としてください。応募書類は締切日までに応募先に必着とします。
（７）ヒアリングの実施
　　　申請のあったすべての団体を対象としてヒアリングを実施し、事業企画等に関する説明をお願いする予定です。（２月下旬に実施予定）
（８）応募書類の提出先および応募に関する問い合わせ先
　　　〒９１０－８５８０　福井市大手３丁目１７－１
　福井県エネルギー環境部環境政策課　環境計画推進グループ
　　ＴＥＬ　０７７６－２０－０３０１
　　ＦＡＸ　０７７６－２０－０７３４
　　E-mail　kankyou@pref.fukui.lg.jp

６　指定団体の決定方法
　　指定に当たっては、申請に基づき県が審査を行い、１団体を指定団体として決定します。主な審査項目は次のとおりです。
　　・応募資格を満たしていること
　　・県センターの役割を遂行できる能力（組織体制・人材等）があると認められること
　　・財政基盤が安定していると認められること
・地球温暖化防止に関する事業実績が優れていること
　　・事業計画に具体性と実現可能性があること
　　・事業の実施により本県での地球温暖化防止の効果が見込まれること
　　・他の団体や行政と協力して活動できる能力があると認められること

７　指定の期間
　　県センターとして指定する期間は、令和８年４月１日から令和１１年３月３１日までの３年間となります。

８　指定後の留意事項
（１）県センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあった方は、法第二項第二号若しくは第三号に　　掲げる事業又は同項第六号に掲げる事業（同項第二号又は第三号に掲げる事業に附帯するものに限る。）に関して知り得た秘密を漏らしてはいけません。
（２）県センターは、地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則（平成１１年総理府令第３１号）第９条第１項および第２項の規定に基づき、毎年度事業開始前に事業計画書および収支予算書を、毎年度終了後３月以内に事業報告書および収支決算書を県に提出しなければいけません。

９　活動経費
　　県センターの活動に要する経費は、指定を受けた団体が負担することとします。ただし、広報・啓発等に関する経費について、国等の補助、助成を活用することは可能です。



（様式１）
「福井県地球温暖化防止活動推進センター」指定申請書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日

　　　福井県知事　　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　主たる事務所の所在地
　　　　　　　　　　　　　　　　法人の名称
　　　　　　　　　　　　　　　　代表者の役職・氏名　　　　　　　　　　　　　印

　地球温暖化対策の推進に関する法律（平成１０年法律第１１７号）第３８条第１項の規定および地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則（平成１１年総理府令第３１号）第６条第１項および第２項の規定に基づき、「福井県地球温暖化防止活動推進センター」の指定を受けたいので、関係書類を添えて、下記のとおり申請します。

記

１　申請する法人の名称、主たる事務所の所在地および代表者の役職・氏名

２　指定を希望する事務所の名称、所在地および代表者の役職・氏名

３　添付書類
（１）定款または寄付行為
（２）登記事項証明書
（３）役員の氏名、住所および略歴を記載した書面
（４）収支計算書（２年分、ない場合は法人設立前のものも含む。）
（５）貸借対照表（２年分、ない場合は法人設立前のものも含む。）
（６）財産目録（２年分、ない場合は法人設立前のものも含む。）
（７）その他（法人の活動実績などに関する資料を任意で添付。ただし３点以内）



	この申請に関する連絡先（問合せに対応できる担当者）
　氏　名
　所属・役職等
　電話　　　　　　　　　　　　Ｆａｘ
　e-mail









（様式２）
事　業　企　画　書
	法人の名称
	

	事業の目的
	

	事業内容
	

	必要経費と
その内訳
	

	期待される効果
	




（様式３）
活　動　実　績　報　告　書
	法人の名称
	

	活動年月日
	活　　動　　内　　容

	
	



（様式４）
申　　立　　書

                                             　　　　令和　　年　　月　　日

　　福井県知事　　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　主たる事務所の所在地
　　　　　　　　　　　　　　　　法人の名称
　　　　　　　　　　　　　　　　代表者の役職・氏名　　　　　　　　　　　　　印

　「福井県地球温暖化防止活動推進センター」の指定を申請するにあたり、当法人は下記事項のすべてを満たすことを申し立てます。

記
１　宗教活動や政治活動を目的とする団体でないこと
２　特定の公職者（候補者を含む）または政党を推薦、支持、反対する活動を行う団体でないこと
３　次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること
　　ア　役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員またはその支店もしくは常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である者
　　イ　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）または暴力団員が経営に実質的に関与している者
　　ウ　役員等が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員の利用等をしている者
　　エ　役員等が、暴力団もしくは暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的もしくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与している者
　　オ　役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
４　センター指定後、地球温暖化対策の推進に関する法律第３８条第６項の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日から起算して２年を経過していない者を法律第３８条第２項第２号、第３号または第６号（同項第２号または第３号に附帯する事業に係る部分に限る。）の規定による事業に従事させないこと
